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発議第２号 

丹波市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

１ 提案の趣旨 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第46号）の施行に伴い、丹波市議会の個人情報

の保護に関する条例を改正する必要があるため、提案するものである。 

２ 改正の概要 

(１) 関係法律の条項ずれに伴う改正 

(２) その他字句の修正 

３ 施行日 

令和７年４月１日 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年丹波市条例第13号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

〇丹波市議会の個人情報の保護に関する条例 〇丹波市議会の個人情報の保護に関する条例 

令和5年3月29日 令和5年3月29日

条例第13号 条例第13号

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存

する個人に関する情報であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存

する個人に関する情報であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。 

(１) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式を

いう。次項第２号において同じ。）で作られる

記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しく

は記録され、又は音声、動作その他の方法を用

いて表された一切の事項（個人識別符号を除

く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含

む。） 

(１) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式を

いう。次項第２号において同じ。）で作られる

記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しく

は記録され、又は音声、動作その他の方法を用

いて表された一切の事項（個人識別符号を除

く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含

む。） 

(２) 個人識別符号が含まれるもの (２) 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の

各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その

他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の

各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その

他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

(１) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算

機の用に供するために変換した文字、番号、記

号その他の符号であって、当該特定の個人を識

別することができるもの 

(１) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算

機の用に供するために変換した文字、番号、記

号その他の符号であって、当該特定の個人を識

別することができるもの 

(２) 個人に提供される役務の利用若しくは個人

に販売される商品の購入に関し割り当てられ、

又は個人に発行されるカードその他の書類に記

載され、若しくは電磁的方式により記録された

文字、番号、記号その他の符号であって、その

利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと

に異なるものとなるように割り当てられ、又は

記載され、若しくは記録されることにより、特

定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者

を識別することができるもの 

(２) 個人に提供される役務の利用若しくは個人

に販売される商品の購入に関し割り当てられ、

又は個人に発行されるカードその他の書類に記

載され、若しくは電磁的方式により記録された

文字、番号、記号その他の符号であって、その

利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと

に異なるものとなるように割り当てられ、又は

記載され、若しくは記録されることにより、特

定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者

を識別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本

人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経

歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対す

る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要するものとして議

長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本

人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経

歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対す

る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要するものとして議

長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会

事務局の職員（以下この章から第３章まで及び第

６章において「職員」という。）が職務上作成

し、又は取得した個人情報であって、職員が組織

的に利用するものとして、議会が保有しているも

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会

事務局の職員（以下この章から第３章まで及び第

６章において「職員」という。）が職務上作成

し、又は取得した個人情報であって、職員が組織

的に利用するものとして、議会が保有しているも
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のをいう。ただし、丹波市情報公開条例（平成16

年丹波市条例第９号）第２条第１項第２号に規定

する公文書（以下「公文書」という。）に記録さ

れているものに限る。 

のをいう。ただし、丹波市情報公開条例（平成16

年丹波市条例第９号）第２条第１項第２号に規定

する公文書（以下「公文書」という。）に記録さ

れているものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に

掲げるものをいう。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に

掲げるものをいう。 

(１) 一定の事務の目的を達成するために特定の

保有個人情報を電子計算機を用いて検索するこ

とができるように体系的に構成したもの 

(１) 一定の事務の目的を達成するために特定の

保有個人情報を電子計算機を用いて検索するこ

とができるように体系的に構成したもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目

的を達成するために氏名、生年月日、その他の

記述等により特定の保有個人情報を容易に検索

することができるように体系的に構成したもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目

的を達成するために氏名、生年月日、その他の

記述等により特定の保有個人情報を容易に検索

することができるように体系的に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本人」と

は、個人情報によって識別される特定の個人をい

う。 

６ この条例において個人情報について「本人」と

は、個人情報によって識別される特定の個人をい

う。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の

各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特

定の個人を識別することができないように個人情

報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の

各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特

定の個人を識別することができないように個人情

報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除すること

（当該一部の記述等を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換

えることを含む。）。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除すること

（当該一部の記述等を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換

えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除す

ること（当該個人識別符号を復元することので

きる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除す

ること（当該個人識別符号を復元することので

きる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の

各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人

に関する情報であって、当該個人情報を復元する

ことができないようにしたものをいう。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の

各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人

に関する情報であって、当該個人情報を復元する

ことができないようにしたものをいう。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除すること

（当該一部の記述等を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換

えることを含む。）。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除すること

（当該一部の記述等を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換

えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除す

ること（当該個人識別符号を復元することので

きる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除す

ること（当該個人識別符号を復元することので

きる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存

する個人に関する情報であって、個人情報、仮名

加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しな

いものをいう。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存

する個人に関する情報であって、個人情報、仮名

加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しな

いものをいう。 
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10 この条例において「特定個人情報」とは、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「番号利用法」という。）第２条第８項に規定す

る特定個人情報をいう。 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「番号利用法」という。）第２条第９項に規定す

る特定個人情報をいう。 

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、

職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報

であって、職員が組織的に利用するものとして、

議会が保有しているものをいう。ただし、公文書

に記録されているものに限る。 

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、

職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報

であって、職員が組織的に利用するものとして、

議会が保有しているものをいう。ただし、公文書

に記録されているものに限る。 

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独

立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号。以下

「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独

立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号。以下

「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目

的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目

的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供することができる。ただし、保有個

人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用

し、又は提供することによって、本人又は第三者

の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供することができる。ただし、保有個

人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用

し、又は提供することによって、本人又は第三者

の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき。 

(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき。 

(２) 議会が法令の規定によりその権限に属する

事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部

で利用する場合であって、当該保有個人情報を

利用することについて相当の理由があるとき。 

(２) 議会が法令の規定によりその権限に属する

事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部

で利用する場合であって、当該保有個人情報を

利用することについて相当の理由があるとき。 

(３) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、消防長、市が設立した地方独立行

政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公

共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条

第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等

に保有個人情報を提供する場合において、保有

個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事

務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個

人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用す

ることについて相当の理由があるとき。 

(３) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、消防長、市が設立した地方独立行

政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公

共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条

第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等

に保有個人情報を提供する場合において、保有

個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事

務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個

人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用す

ることについて相当の理由があるとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報を

提供するとき、本人以外の者に提供することが

明らかに本人の利益になるとき、その他保有個

人情報を提供することについて特別の理由があ

(４) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報を

提供するとき、本人以外の者に提供することが

明らかに本人の利益になるとき、その他保有個

人情報を提供することについて特別の理由があ
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るとき。 るとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を

制限する他の条例の規定の適用を妨げるものでは

ない。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を

制限する他の条例の規定の適用を妨げるものでは

ない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必

要があると認めるときは、保有個人情報の利用目

的以外の目的のための議会の内部における利用を

職員に限るものとする。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必

要があると認めるときは、保有個人情報の利用目

的以外の目的のための議会の内部における利用を

職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号か

ら第４号まで及び第29条の規定は適用しないもの

とし、次の表の左欄に掲げる規定の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句とする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号か

ら第４号まで          の規定は適用しないもの

とし、次の表の左欄に掲げる規定の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第12条第１項 法令に基づく場

合を除き、利用

目的以外の目的 

利用目的以外の目

的 

自ら利用し、又

は提供してはな

らない 

自ら利用してはな

らない 

第12条第２項 自ら利用し、又

は提供する 

自ら利用する 

第12条第２項

第１号 

本人の同意があ

るとき、又は本

人に提供すると

き 

人の生命、身体又

は財産の保護のた

めに必要がある場

合であって、本人

の同意があり、又

は本人の同意を得

ることが困難であ

るとき 

第38条第１項

第１号 

又は第12条第１

項及び第２項の

規定に違反して

利用されている

とき 

第12条第５項の規

定により読み替え

て適用する同条第

１項及び第２項

（第１号に係る部

分に限る。）の規

定に違反して利用

されているとき、

番号利用法第20条

の規定に違反して

収集され、若しく

は保管されている

とき、又は番号利

用法第29条の規定

に違反して作成さ

れた特定個人情報

ファイル（番号利

用法第２条第９項

に規定する特定個

人情報ファイルを

いう。）に記録さ

れているとき 

第38条第１項 第12条第１項及 番号利用法第19条 

第12条第１項 法令に基づく場

合を除き、利用

目的以外の目的 

利用目的以外の目

的 

自ら利用し、又

は提供してはな

らない 

自ら利用してはな

らない 

第12条第２項 自ら利用し、又

は提供する 

自ら利用する 

第12条第２項

第１号 

本人の同意があ

るとき、又は本

人に提供すると

き 

人の生命、身体又

は財産の保護のた

めに必要がある場

合であって、本人

の同意があり、又

は本人の同意を得

ることが困難であ

るとき 

第38条第１項

第１号 

又は第12条第１

項及び第２項の

規定に違反して

利用されている

とき 

第12条第５項の規

定により読み替え

て適用する同条第

１項及び第２項

（第１号に係る部

分に限る。）の規

定に違反して利用

されているとき、

番号利用法第20条

の規定に違反して

収集され、若しく

は保管されている

とき、又は番号利

用法第29条の規定

に違反して作成さ

れた特定個人情報

ファイル（番号利

用法第２条第10項

に規定する特定個

人情報ファイルを

いう。）に記録さ

れているとき 

第38条第１項 第12条第１項及 番号利用法第19条 
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第２号 び第２項 第２号 び第２項 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） （個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第17条 議長は、その定めるところにより、議会が

保有している個人情報ファイルについて、それぞ

れ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載

した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」とい

う。）を作成し、公表しなければならない。 

第17条 議長は、その定めるところにより、議会が

保有している個人情報ファイルについて、それぞ

れ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載

した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」とい

う。）を作成し、公表しなければならない。 

(１) 個人情報ファイルの名称 (１) 個人情報ファイルの名称 

(２) 個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

(２) 個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

(３) 個人情報ファイルの利用目的 (３) 個人情報ファイルの利用目的 

(４) 個人情報ファイルに記録される項目（以下

この条において「記録項目」という。）及び本

人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等

によらないで検索し得る者に限る。次項第１号

カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに

記録される個人の範囲（同項第２号において

「記録範囲」という。） 

(４) 個人情報ファイルに記録される項目（以下

この条において「記録項目」という。）及び本

人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等

によらないで検索し得る者に限る。次項第１号

カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに

記録される個人の範囲（同項第２号において

「記録範囲」という。） 

(５) 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この条において「記録情報」という。）

の収集方法 

(５) 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この条において「記録情報」という。）

の収集方法 

(６) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

(６) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

(７) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供す

る場合には、その提供先 

(７) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供す

る場合には、その提供先 

(８) 次条第１項、第31条第１項又は第38条第１

項の規定による請求を受理する組織の名称及び

所在地 

(８) 次条第１項、第31条第１項又は第38条第１

項の規定による請求を受理する組織の名称及び

所在地 

(９) 第31条第１項ただし書又は第38条第１項た

だし書に該当するときは、その旨 

(９) 第31条第１項ただし書又は第38条第１項た

だし書に該当するときは、その旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルに

ついては、適用しない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルに

ついては、適用しない。 

(１) 次に掲げる個人情報ファイル (１) 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職

員若しくは職員であった者に係る個人情報フ

ァイルであって、専らその人事、議員報酬、

給与又は報酬、福利厚生          に関する

事項その他これらに準ずる事項を記録するも

の（議長が行う職員の採用試験に関する個人

情報ファイルを含む。） 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職

員若しくは職員であった者に係る個人情報フ

ァイルであって、専らその人事、議員報酬、

給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する

事項又は  これらに準ずる事項を記録するも

の（議長が行う職員の採用試験に関する個人

情報ファイルを含む。） 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供する

ための個人情報ファイル 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供する

ための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報の

みを記録する個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報の

みを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は

業務上必要な連絡のために利用する記録情報

を記録した個人情報ファイルであって、送付

又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付

又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は

業務上必要な連絡のために利用する記録情報

を記録した個人情報ファイルであって、送付

又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付

又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意 オ 職員が学術研究の用に供するためその発意

6

- 6 -



に基づき作成し、又は取得する個人情報ファ

イルであって、記録情報を専ら当該学術研究

の目的のために利用するもの 

に基づき作成し、又は取得する個人情報ファ

イルであって、記録情報を専ら当該学術研究

の目的のために利用するもの 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人

情報ファイル 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人

情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに

準ずるものとして議長が定める個人情報ファ

イル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに

準ずるものとして議長が定める個人情報ファ

イル 

(２) 前項の規定による公表に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一部

を記録した個人情報ファイルであって、その利

用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係

るこれらの事項の範囲内のもの 

(２) 前項の規定による公表に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一部

を記録した個人情報ファイルであって、その利

用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係

るこれらの事項の範囲内のもの 

(３) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるも

のとして議長が定める個人情報ファイル 

(３) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるも

のとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目

の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げ

る事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人

情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載するこ

とにより、利用目的に係る事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録

項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個

人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しな

いことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目

の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げ

る事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人

情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載するこ

とにより、利用目的に係る事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録

項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個

人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しな

いことができる。 

（開示請求権） （開示請求権） 

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、

議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求することができる。 

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、

議長に対し、              自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又

は本人の委任による代理人（以下この章において

「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前

項の規定による開示の請求（以下この章及び第48

条において「開示請求」という。）をすることが

できる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又

は本人の委任による代理人（以下

「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前

項の規定による開示の請求（以下

   「開示請求」という。）をすることがで

きる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行

政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び

開示請求者以外の者（以下この条、第45条第２項

第３号及び第46条において「第三者」という。）

に関する情報が含まれているときは、議長は、開

示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三

者に対し、議長が定めるところにより、当該第三

者に関する情報の内容その他議長が定める事項を

通知して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行

政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び

開示請求者以外の者（以下この条、第45条第２項

第３号及び第46条において「第三者」という。）

に関する情報が含まれているときは、議長は、開

示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三

者に対し、議長が定めるところにより、当該第三

者に関する情報の内容その他議長が定める事項を

通知して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第24条第１項の決定（以下この章において

「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に

対し、議長が定めるところにより、開示請求に係

る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定

める事項を書面により通知して、意見書を提出す

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第24条第１項の決定（以下

「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に

対し、議長が定めるところにより、開示請求に係

る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定

める事項を書面により通知して、意見書を提出す

7

- 7 -



る機会を与えなければならない。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限りでな

い。 

る機会を与えなければならない。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限りでな

い。 

(１) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を開示しようとする場合であって、当該

第三者に関する情報が第20条第２号イ又は同条

第３号ただし書に規定する情報に該当すると認

められるとき。 

(１) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を開示しようとする場合であって、当該

第三者に関する情報が第20条第２号イ又は同条

第３号ただし書に規定する情報に該当すると認

められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第22条の規定により開示しようとする

とき。 

(２) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第22条の規定により開示しようとする

とき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機

会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報

の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した

場合において、開示決定をするときは、開示決定

の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場合において、

議長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第45条

において「反対意見書」という。）を提出した第

三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並び

に開示を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機

会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報

の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した

場合において、開示決定をするときは、開示決定

の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場合において、

議長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第45条

において「反対意見書」という。）を提出した第

三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並び

に開示を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

（訂正請求権） （訂正請求権） 

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報

（次に掲げるものに限る。第38条第１項において

同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、

この条例の定めるところにより、議長に対し、当

該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以

下この章において同じ。）を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他

の法令の規定により特別の手続が定められている

ときは、この限りでない。 

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報

（次に掲げるものに限る。第38条第１項において

同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、

この条例の定めるところにより、議長に対し、当

該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以

下この章において同じ。）を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他

の法令の規定により特別の手続が定められている

ときは、この限りでない。 

(１) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情

報 

(１) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情

報 

(２) 開示決定に係る保有個人情報であって、第2

9条第１項の他の法令の規定により開示を受けた

もの 

(２) 開示決定に係る保有個人情報であって、第2

9条第１項の他の法令の規定により開示を受けた

もの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂

正の請求（以下この章及び第48条において「訂正

請求」という。）をすることができる。 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂

正の請求（以下                        「訂正

請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日か

ら90日以内にしなければならない。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日か

ら90日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続） 

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書

面（第３項において「訂正請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。 

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書

面（第３項において「訂正請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。 

(１) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 (１) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(２) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報を特定するに足り

る事項 

(２) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報を特定するに足り

る事項 

(３) 訂正請求の趣旨及び理由 (３) 訂正請求の趣旨及び理由 
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２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議

長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定によ

る訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提

示し、又は提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議

長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定によ

る訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提

示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認

めるときは、訂正請求をした者（以下この章にお

いて「訂正請求者」という。）に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認

めるときは、訂正請求をした者（以下           

   「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間

を定めて、その補正を求めることができる。 

（利用停止請求権） （利用停止請求権） 

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が

次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、この条例の定めるところにより、議長に対

し、当該各号に定める措置を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消

去又は提供の停止（以下この章において「利用停

止」という。）に関して他の法令の規定により特

別の手続が定められているときは、この限りでな

い。 

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が

次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、この条例の定めるところにより、議長に対

し、当該各号に定める措置を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消

去又は提供の停止（以下              「利用停

止」という。）に関して他の法令の規定により特

別の手続が定められているときは、この限りでな

い。 

(１) 第４条第２項の規定に違反して保有されて

いるとき、第６条の規定に違反して取り扱われ

ているとき、第７条の規定に違反して取得され

たものであるとき、又は第12条第１項及び第２

項の規定に違反して利用されているとき 当該

保有個人情報の利用の停止又は消去 

(１) 第４条第２項の規定に違反して保有されて

いるとき、第６条の規定に違反して取り扱われ

ているとき、第７条の規定に違反して取得され

たものであるとき、又は第12条第１項及び第２

項の規定に違反して利用されているとき 当該

保有個人情報の利用の停止又は消去 

(２) 第12条第１項及び第２項の規定に違反して

提供されているとき 当該保有個人情報の提供

の停止 

(２) 第12条第１項及び第２項の規定に違反して

提供されているとき 当該保有個人情報の提供

の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利

用停止の請求（以下この章及び第48条において

「利用停止請求」という。）をすることができ

る。 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利

用停止の請求（以下                        

「利用停止請求」という。）をすることができ

る。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた

日から90日以内にしなければならない。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた

日から90日以内にしなければならない。 

（利用停止請求の手続） （利用停止請求の手続） 

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「利用停止請求書」とい

う。）を議長に提出してしなければならない。 

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「利用停止請求書」とい

う。）を議長に提出してしなければならない。 

(１) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は

居所 

(１) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は

居所 

(２) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を

受けた日その他当該保有個人情報を特定するに

足りる事項 

(２) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を

受けた日その他当該保有個人情報を特定するに

足りる事項 

(３) 利用停止請求の趣旨及び理由 (３) 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者

は、議長が定めるところにより、利用停止請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項

の規定による利用停止請求にあっては、利用停止

請求に係る保有個人情報の本人の代理人であるこ

と）を示す書類を提示し、又は提出しなければな

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者

は、議長が定めるところにより、利用停止請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項

の規定による利用停止請求にあっては、利用停止

請求に係る保有個人情報の本人の代理人であるこ

と）を示す書類を提示し、又は提出しなければな
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らない。 らない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備がある

と認めるときは、利用停止請求をした者（以下こ

の章において「利用停止請求者」という。）に対

し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備がある

と認めるときは、利用停止請求をした者（以下 

     「利用停止請求者」という。）に対

し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提

供等） 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提

供等） 

第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止

請求（以下この条において「開示請求等」とい

う。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確

に開示請求等をすることができるよう、保有個人

情報の特定                  その他開示請求等

をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を

講ずるものとする。 

第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止

請求（以下この条において「開示請求等」とい

う。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確

に開示請求等をすることができるよう、保有個人

情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等

をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を

講ずるものとする。 
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